
前橋市監査委員公表第１６号 

 

前橋市長から定期監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとおり公

表します。 

令和６年１１月２６日 

 

前橋市監査委員  関   哲 哉      

   同     長 岡 敏 夫      

   同     鈴 木 俊 司      

   同     金 井 清 一      

 

 



文化スポーツ観光部定期監査結果に係る措置通知書 
 

                                         監査期間 令和５年８月２３日～１０月１２日  
                                            措置通知書提出日 令和６年１１月１３日      
監   査   結   果 

（指摘・要望事項） 
指摘事項に対する措置内容及び 

要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：スポーツ課】 
 

１ 現金取扱事務について（指摘事項） 

(1) 収納事務委託について 

旧前橋東商業高校施設管理・運営業務に

おいて、地方自治法施行令第１５８条第１

項では、私人に徴収又は収納の事務を委託

することができる歳入を、使用料や手数料

等に限定しているが、同項で規定していな

い照明使用に係る実費徴収相当額を収入

事務受託者が収納していた。 

地方自治法施行令にのっとり適正な事務

処理を行うよう改善されたい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

指摘を受けた照明使用に係る実費徴収相当

額については、令和６年９月利用分から、市

が発行する納入通知書で納入するよう改善し

た。 
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